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信濃川河川事務所では、信濃川で多くの人が散策やレクレーション等で利

用している堤防や河川内公園等を中心に、利用者が安心して利用できる環境

とすることを目的とした安全利用点検を、ゴールデンウィーク前と夏休み前

の年２回実施しています。

今年度の小千谷市高梨町付近におけるゴールデンウィーク前の安全利用点

検は以下の日程で実施します。

日 時 ：平成２５年４月１７日（水）９:３0～1１:３0頃【小雨決行】

実施場所 ：①五辺の水辺（越の大橋左岸下流1km地点）

②元町親水護岸（旭橋左岸）

点検実施者：信濃川河川事務所

小千谷市、五辺の水辺利用観察協議会

主な行程 ：９：３０ 五辺の水辺集合

（左岸側）①五辺の水辺を点検
↓（車にて旭橋左岸付近に移動）

（左岸側）②元町親水護岸を点検

取り扱い 本資料の発表をもって解禁とする。
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【問い合わせ先】

北陸地方整備局信濃川河川事務所

広報担当 専門官 清水 克之（内線406）

電話）0258-32-3020

FAX）0258-33-8168

平成２５年４月１２日

平成24 年度の 安全利用点検状況

◆各出張所管内においても

順次実施を予定しています。

・長岡出張所 ４月１０日実施済み

・大河津出張所 ４月１８日実施予定

・十日町出張所 ４月２３日実施予定

・堀之内出張所 ４月 中旬 実施予定


